
 

千葉県再生土の埋立て等に係る行政指導指針（改正案） 
 
 （目的） 
第１条 この行政指導指針は、千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例  
（平成３０年千葉県条例第４５号。以下「条例」という。）及び千葉県再生土の埋立
て等の適正化に関する条例施行規則（平成３１年千葉県規則●●号。以下「規則」
という。）と相まって、再生土の埋立て等（条例第２条第１項に規定する再生土の埋
立て等をいう。以下同じ。）による土壌、地下水等の汚染及び崩落等の災害（以下
「土壌の汚染等」という。）の発生を未然に防止し、もって県民の生活環境の保全に
資するため、再生土の埋立て等に係る行政指導に共通してその内容となるべき事項
を定めるものとする。 

 
（県の責務） 

第２条 県は、再生土の埋立て等を行う者に対し、この行政指導指針に基づき行政 
指導を行い、県民の生活環境の保全が図られるよう努めるものとする。 

２ 県は、土壌の汚染等の発生を未然に防止するための施策の実施に当たっては、 
必要に応じ、市町村と連携して取り組むものとする。 

３ 県は、市町村が行うその地域の実情に応じた土壌の汚染等の発生を未然に防止 
するための施策について、必要に応じ、情報の提供、技術的な助言その他の支援を
行うものとする。 

 
（再生土の埋立て等を行う者の責務） 

第３条 再生土の埋立て等を行う者は、再生土の埋立て等の期間中、土壌の汚染等が
発生しないよう、常に適切に管理しなければならないものとする。 

２ 再生土の埋立て等を行う者は、再生土の埋立て等によって土壌の汚染等が発生し
た場合は、県民の生活環境の保全に支障が生じないよう、当該再生土の埋立て等の
期間中及びその終了後においても責任をもって対処しなければならないものとす
る。 

 
（製造事業者及び販売事業者の責務） 

第４条 再生土（条例第２条第１項の再生土をいう。以下同じ。）の製造事業者は、再
生土の埋立て等を行う者又は再生土の販売事業者に対し、再生土の埋立て等により
土壌の汚染等が発生するおそれのある再生土を提供してはならないものとする。 

２ 再生土の販売事業者は、販売する再生土の性状等を定期的に確認するとともに、
再生土を購入しようとする者に対し、当該再生土の性状等に係る情報を提供するも
のとする。 

３ 再生土の製造事業者及び販売事業者は、自らが製造し、又は販売した再生土を使
用した再生土の埋立て等によって土壌の汚染等が発生し、県民の生活環境の保全に
支障が生じた場合は、当該再生土の埋立て等の期間中及びその終了後においても責
任を持って対処しなければならないものとする。 

 
（土地所有者の責務） 

第５条 土地の所有者は、再生土の埋立て等を行う者に対して土地を提供しようと 
するときは、当該再生土の埋立て等により土壌の汚染等が発生するおそれのない 
ことを確認するなど、周辺地域の生活環境の保全に努めるものとする。 

 
 （指導の方針） 
第６条 県は、土壌の汚染等の発生を未然に防止するため、市町村と連携して、再生
土の埋立て等の状況を把握するとともに、不適正な再生土の埋立て等が行われる 
ことのないよう、監視及び指導をするものとする。 

 



 

２ 県は、不適正な再生土の埋立て等が疑われる場合には、廃棄物の処理及び清掃に  
関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「廃棄物処理法」という。）又は千葉
県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例（平成９
年千葉県条例第１２号。以下「残土条例」という。）に基づき、次の各号に掲げる 
事項を実施するものとする。 
一 土質の分析検査 
二 再生土の埋立て等を行う者、製造事業者、販売事業者、土地所有者等への報告
徴収及び立入検査 

３ 県は、再生土の埋立て等を行うとしながら、廃棄物（廃棄物処理法第２条第１項
に規定する廃棄物をいう。）又は土砂等（残土条例第２条第１項に規定する土砂等
をいう。）を利用した土地の埋立て、盛土及び堆積を行う行為が認められる場合に
は、廃棄物処理法又は残土条例に基づき、厳正に対処するものとする。 

 
（土壌の安全基準等に適合しない再生土の使用禁止及び土質検査） 

第７条 再生土の埋立て等を行う者は、別表に定める基準に適合しない再生土及び 
再生土の埋立て等の目的に応じた性状を有しない再生土を使用しないものとする。 

２ 特定埋立て等（条例第２条第２項に規定する特定埋立て等をいい、条例第５条第
１項の規定による届出を要しないものを除く。以下同じ。）を行う者は、特定埋立て
等を開始した日から三月ごとに、県職員の立会の上、千葉県土砂等の埋立て等によ
る土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則（平成９年千葉県規則第
８１号）第１０条第１項の規定の例により特定埋立て等に供する区域の土壌につい
ての土質検査を行い、その結果を土質検査結果報告書（別記第１号様式）により、
県に報告するものとする。 
 

 （説明会の開催） 
第８条 特定埋立て等を行う者は、特定埋立て等に供する区域の所在する地域の住民
（以下「地域住民」という。）に対し、次の各号に掲げる事項について説明を行うも
のとする。 

 一 特定埋立て等の計画の概要 
 二 地域の生活環境の保全上の留意点 
２ 特定埋立て等を行う者は、説明会を開催するに当たっては、その場所、日程、  
特定埋立て等の計画の概要等について、あらかじめ、地域住民に周知を図るものと
する。 

３ 特定埋立て等を行う者は、その責めに帰することのできない事由で第１項の説明
会を開催することができない場合は、その特定埋立て等の計画を記載した文書を 
配布する等の方法により、周知に努めるものとする。なお、説明会を開催すること
ができない場合には、その事由及び措置等の記録を保存しておくものとする。 

 
（関係市町村長に対する説明） 

第９条 特定埋立て等を行う者は、特定埋立て等に供する区域を管轄する市町村長
（再生土関係担当課）に対して、次の各号に掲げる事項について説明を行うものと
する。 

 一 特定埋立て等の計画の概要 
 二 地域の生活環境の保全上の留意点 
 三 前条に係るものの実施状況 
 
 
 
 
 
 



 

 （条例に基づく届出） 
第１０条 特定埋立て等を行う者は、条例第５条第１項の規定による届出に当たり、
第８条に規定する説明会及び前条に規定する説明の実施状況について記載した書
面（特定埋立て等住民説明等実施状況報告書（別記第２号様式））を添付するものと
する。 

  また、第８条第３項に規定するものがあったときは、その記録を添付するものと
する。 

 
 （適用除外） 
第１１条 前３条の規定は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条に  
規定する開発行為及び宅地開発事業等の基準に関する条例（昭和４４年千葉県条例
第５０号）第３条に規定する事業については、適用しない。 

  ただし、条例第５条第１項の規定による届出に当たっては、その協議書等を添付 
するものとする。 

 
 （実績報告書） 
第１２条 再生土の製造事業者は、毎年６月末までに、前年度（前年の４月１日から
当該年の３月３１日まで）における脱水、破砕その他規則第３条に規定する処理を
行った産業廃棄物（条例第２条第１項に規定する産業廃棄物をいう。）の種類、処理
量等及び処理後の再生土の種類、販売先、販売量等を実績報告書（別記第３号様式）
により、県に報告するものとする。 

 
 （連絡会議） 
第１３条 県は、再生土の埋立て等に係る指導について連絡及び調整を行うため、 
次の各号に掲げる連絡会議を設置するものとする。当該会議の議事及び運営に関し
必要な事項については、別途定める。 
一 本庁内関係部局で構成する庁内連絡会議 
二 各地域振興事務所、関係部局出先機関、管内市町村担当課等で構成する地区 
連絡会議 

 
 

附 則 
この行政指導指針は、平成２８年９月１５日から施行する。 

 
   附 則（平成３１年３月●●日） 
 （施行期日） 
１ この行政指導指針は、平成３１年４月１日から施行する。 
 （経過措置） 
２ 条例附則第３項の規定により条例の規定を適用しないこととされる再生土の 
埋立て等については、改正後の再生土の埋立て等に係る行政指導指針の規定にかか
わらず、なお従前の例による。 



  

  別 表 （ 土 壌 溶 出 量 基 準 ）  

    項 目     基 準 値      測 定 方 法  

 カ ド ミ ウ ム  検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 一 ミ リ グ ラ ム 
 以 下 

日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 以 下 「 規 格 」 と い う 。 ） 五 十 五 に 定 
 め る 方 法 

 全 シ ア ン  検 液 中 に 検 出 さ れ な い こ と 。  規 格 三 十 八 に 定 め る 方 法 （ 規 格 三 十 八 ・ 一 ・ 一 に 定 め る 方 法 を 
 除 く 。 ） 

   り ん 
 有 機 燐 

 検 液 中 に 検 出 さ れ な い こ と 。 昭 和 四 十 九 年 環 境 庁 告 示 第 六 十 四 号 付 表 一 に 掲 げ る 方 法 又 は 規 
 格 三 十 一 ・ 一 に 定 め る 方 法 の う ち ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ 法 以 外 の 
 も の （ メ チ ル ジ メ ト ン に あ っ て は 、 昭 和 四 十 九 年 環 境 庁 告 示 第 
 六 十 四 号 付 表 二 に 掲 げ る 方 法 ） 

 鉛  検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 一 ミ リ グ ラ ム 
 以 下 

 規 格 五 十 四 に 定 め る 方 法 

 六 価 ク ロ ム  検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 五 ミ リ グ ラ ム 
 以 下 

 規 格 六 十 五 ・ 二 に 定 め る 方 法 

 ひ 
 砒 素 

 検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 一 ミ リ グ ラ ム 
 以 下 、 か つ 、 埋 立 て 等 の 用 に 供 す る 場 所 の 
 土 地 利 用 目 的 が 農 用 地 （ 田 に 限 る 。 ） で あ 
 る 場 合 に あ っ て は 、 試 料 一 キ ロ グ ラ ム に つ 
 き 十 五 ミ リ グ ラ ム 未 満 

検 液 中 濃 度 に 係 る も の に あ っ て は 規 格 六 十 一 に 定 め る 方 法 、 

農 用 地 に 係 る も の に あ っ て は 農 用 地 土 壌 汚 染 対 策 地 域 の 指 定 要

件 に 係 る 砒 素 の 量 の 検 定 の 方 法 を 定 め る 省 令 （ 昭 和 五 十 年 総 理

府 令 第 三 十 一 号 ） 第 一 条 第 三 項 及 び 第 二 条 に 規 定 す る 方 法 

 総 水 銀  検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 〇 〇 五 ミ リ グ 
 ラ ム 以 下 

 昭 和 四 十 六 年 環 境 庁 告 示 第 五 十 九 号 付 表 一 に 掲 げ る 方 法 

 ア ル キ ル 水 銀  検 液 中 に 検 出 さ れ な い こ と 。  昭 和 四 十 六 年 環 境 庁 告 示 第 五 十 九 号 付 表 二 及 び 昭 和 四 十 九 年 環 
 境 庁 告 示 第 六 十 四 号 付 表 三 に 掲 げ る 方 法 

 Ｐ Ｃ Ｂ  検 液 中 に 検 出 さ れ な い こ と 。  昭 和 四 十 六 年 環 境 庁 告 示 第 五 十 九 号 付 表 三 に 掲 げ る 方 法 

 銅  農 用 地 （ 田 に 限 る 。 ） に お い て 、 試 料 一 キ ロ

グ ラ ム に つ き 百 二 十 五 ミ リ グ ラ ム 未 満 

昭 和 四 十 七 年 総 理 府 令 第 六 十 六 号 に 定 め る 方 法 



 ジ ク ロ ロ メ タ ン  検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 二 ミ リ グ ラ ム 
 以 下 

 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 二 五 の 五 ・ 一 、 五 ・ 二 又 は 五 ・ 三 ・ 二 に 定 
 め る 方 法 

 四 塩 化 炭 素  検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 〇 二 ミ リ グ ラ 
 ム 以 下 

 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 二 五 の 五 ・ 一 、 五 ・ 二 、 五 ・ 三 ・ 一 、 五 ・ 
 四 ・ 一 又 は 五 ・ 五 に 定 め る 方 法 

   
 
 

一 ・ 二 － ジ ク ロ ロ エ

タ ン 

検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 〇 四 ミ リ グ ラ ム 
 以 下 

日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 二 五 の 五 ・ 一 、 五 ・ 二 、 五 ・ 三 ・ 一 又 は 五 ・

三 ・ 二 に 定 め る 方 法 

  

一 ・ 一 － ジ ク ロ ロ エ

チ レ ン 

検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 一 ミ リ グ ラ ム 
 以 下 

日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 二 五 の 五 ・ 一 、 五 ・ 二 又 は 五 ・ 三 ・ 二 に 定 

め る 方 法 

一 ・ 二 － ジ ク ロ ロ エ

チ レ ン 
 検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 四 ミ リ グ ラ ム 
 以 下 

 シ ス 体 に あ っ て は 日 本 工 業 規 格 Ｋ ○ 一 二 五 の 五 ・ 一 、 五 ・ 二 又 は 五 ・

三 ・ 二 に 定 め る 方 法 、 ト ラ ン ス 体 に あ っ て は 日 本 工 業 規 格 Ｋ ○ 一 二

五 の 五 ・ 一 、 五 ・ 二 又 は 五 ・ 三 ・ 一 に 定 め る 方 法 

 一 ・ 一 ・ 一 － ト リ 
 ク ロ ロ エ タ ン 

 検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 一 ミ リ グ ラ ム 以 下  日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 二 五 の 五 ・ 一 、 五 ・ 二 、 五 ・ 三 ・ 一 、 五 ・ 
 四 ・ 一 又 は 五 ・ 五 に 定 め る 方 法 

 一 ・ 一 ・ 二 － ト リ 
 ク ロ ロ エ タ ン 

 検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 〇 六 ミ リ グ ラ 
 ム 以 下 

 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 二 五 の 五 ・ 一 、 五 ・ 二 、 五 ・ 三 ・ 一 、 五 ・ 
 四 ・ 一 又 は 五 ・ 五 に 定 め る 方 法 

 ト リ ク ロ ロ エ チ レ 
 ン 

 検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 三 ミ リ グ ラ ム 
 以 下 

 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 二 五 の 五 ・ 一 、 五 ・ 二 、 五 ・ 三 ・ 一 、 五 ・ 
 四 ・ 一 又 は 五 ・ 五 に 定 め る 方 法 

 テ ト ラ ク ロ ロ エ チ 
 レ ン 

 検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 一 ミ リ グ ラ ム 
 以 下 

 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 二 五 の 五 ・ 一 、 五 ・ 二 、 五 ・ 三 ・ 一 、 五 ・ 
 四 ・ 一 又 は 五 ・ 五 に 定 め る 方 法 

 一 ・ 三 － ジ ク ロ ロ 
 プ ロ ペ ン 

 検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 〇 二 ミ リ グ ラ 
 ム 以 下 

 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 二 五 の 五 ・ 一 、 五 ・ 二 又 は 五 ・ 三 ・ 一 に 定 
 め る 方 法 

 チ ウ ラ ム  検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 〇 六 ミ リ グ ラ 
 ム 以 下 

 昭 和 四 十 六 年 環 境 庁 告 示 第 五 十 九 号 付 表 四 に 掲 げ る 方 法 

 シ マ ジ ン  検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 〇 三 ミ リ グ ラ 
 ム 以 下 

 昭 和 四 十 六 年 環 境 庁 告 示 第 五 十 九 号 付 表 五 の 第 一 又 は 第 二 に 掲 
 げ る 方 法 

 チ オ ベ ン カ ル ブ  検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 二 ミ リ グ ラ ム 
 以 下 

 昭 和 四 十 六 年 環 境 庁 告 示 第 五 十 九 号 付 表 五 の 第 一 又 は 第 二 に 掲 
 げ る 方 法 

 ベ ン ゼ ン  検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 一 ミ リ グ ラ ム 
 以 下 

 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 二 五 の 五 ・ 一 、 五 ・ 二 又 は 五 ・ 三 ・ 二 に 定 
 め る 方 法 



 セ レ ン  
 

 検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 一 ミ リ グ ラ ム 
 以 下  
 

規 格 六 十 七 ・ 二 、 六 十 七 ・ 三 又 は 六 十 七 ・ 四 に 定 め る 方 法 

ふ っ 素 検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 八 ミ リ グ ラ ム 

以 下 

規 格 三 十 四 ・ 一 若 し く は 三 十 四 ・ 四 に 定 め る 方 法 又 は 昭 和 四 十 六 年 環

境 庁 告 示 第 五 十 九 号 付 表 六 に 掲 げ る 方 法 
 

ほ う 素 

検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 一 ミ リ グ ラ ム 以 下 規 格 四 十 七 ・ 一 若 し く は 四 十 七 ・ 三 に 定 め る 方 法 又 は 昭 和 四 十 六 年 環

境 庁 告 示 第 五 十 九 号 付 表 七 に 掲 げ る 方 法 

 

ク ロ ロ エ チ レ ン

（ 別 名 塩 化 ビ ニ ル

又 は 塩 化 ビ ニ ル モ

ノ マ ー ） 
検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 〇 二 ミ リ グ ラ ム 以

下 

地 下 水 の 水 質 汚 濁 に 係 る 環 境 基 準 に つ い て （ 平 成 九 年 環 境 庁 告 示 第 十

号 付 表 に 掲 げ る 方 法 

 

一 ・ 四 － ジ オ キ サ

ン 検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 五 ミ リ グ ラ ム 以 下 水 質 汚 濁 に 係 る 環 境 基 準 に つ い て （ 昭 和 四 十 六 年 環 境 庁 告 示 第 五 十 九

号 ） 付 表 七 に 掲 げ る 方 法 

 

備 考 
   一 基 準 値 の 欄 中 検 液 中 濃 度 に 係 る も の に あ っ て は 、 平 成 三 年 環 境 庁 告 示 第 四 十 六 号 付 表 に 定 め る 方 法 に よ り 検 液 を 作 成 し 、 
    こ れ を 用 い て 測 定 を 行 う も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 表 中 「 土 壌 」 と あ る の は 、 「 再 生 土 等 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 
   二 基 準 値 の 欄 中 「 検 出 さ れ な い こ と 。 」 と は 、 測 定 方 法 の 欄 に 掲 げ る 方 法 に よ り 測 定 し た 場 合 に お い て 、 そ の 結 果 が 当 該 方 法 の 定

量 限 界 を 下 回 る こ と を い う 。       
   三 有 機 燐 （ り ん ） と は 、 パ ラ チ オ ン 、 メ チ ル パ ラ チ オ ン 、 メ チ ル ジ メ ト ン 及 び Ｅ Ｐ Ｎ を い う 。  
   四 六 価 ク ロ ム の 項 目 に つ い て 、 規 格 六 十 五 ・ 二 ・ 六 に 定 め る 方 法 に よ り 塩 分 の 濃 度 の 高 い 試 料 を 測 定 す る 場 合 に あ っ て は 、 日 本 工

業 規 格 Ｋ 〇 一 七 〇 ・ 七 の 七 に 定 め る 操 作 を 行 う も の と す る 。 

五 ふ っ 素 の 項 目 に つ い て 、 昭 和 四 十 六 年 環 境 庁 告 示 第 五 十 九 号 付 表 六 に 掲 げ る 方 法 に よ る 測 定 は 、 検 液 中 に 懸 濁 物 質 及 び イ オ ン ク

ロ マ ト グ ラ フ 法 で 妨 害 と な る 物 質 が 共 存 す る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 方 法 と 併 せ て 規 格 三 十 四 ・ 一 に 定 め る 蒸 留 操 作 を 行 う も の と す

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 蒸 留 操 作 は 、 平 成 三 年 環 境 庁 告 示 第 四 十 六 号 の 例 に よ る も の と す る 。      

 



 
 

  （ 土 壌 含 有 量 基 準 ）  

    項 目     基 準 値      測 定 方 法  

 カ ド ミ ウ ム 及 び そ の

化 合 物 
 再 生 土 等 一 キ ロ グ ラ ム に つ き カ ド ミ ウ ム 百

五 十 ミ リ グ ラ ム 以 下 

日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 以 下 「 規 格 」 と い う 。 ） 五 十 五 に 定 

め る 方 法 （ 準 備 操 作 に あ っ て は 、 規 格 五 十 二 の 備 考 六 に 定 め る

方 法 を 除 く 。 ） 

 六 価 ク ロ ム 化 合 物 再 生 土 等 一 キ ロ グ ラ ム に つ き 六 価 ク ロ ム 二

百 五 十 ミ リ グ ラ ム 以 下 
 規 格 六 十 五 ・ 二 に 定 め る 方 法 （ た だ し 、 規 格 六 十 五 ・ 二 ・ 六 に

定 め る 方 法 に よ り 塩 分 の 濃 度 の 高 い 試 料 を 測 定 す る 場 合 に あ っ

て は 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 七 〇 ― 七 の 七 の ａ 又 は ｂ に 定 め る 操

作 を 行 う も の と す る 。 ） 

 シ ア ン 化 合 物 再 生 土 等 一 キ ロ グ ラ ム に つ き 遊 離 シ ア ン 五

十 ミ リ グ ラ ム 以 下 

規 格 三 十 八 に 定 め る 方 法 （ 規 格 三 十 八 ・ 一 に 定 め る 方 法 を 除 く ）

 水 銀 及 び そ の 化 合 物 再 生 土 等 一 キ ロ グ ラ ム に つ き 水 銀 十 五 ミ リ

グ ラ ム 以 下 

昭 和 四 十 六 年 十 二 月 環 境 庁 告 示 第 五 十 九 号 （ 水 質 汚 濁 に 係 る 環 境 基 準

に つ い て ） （ 以 下 「 水 質 環 境 基 準 告 示 」 と い う 。 ） 付 表 １ に 掲 げ る 方

法 

 セ レ ン 及 び そ の 化 合

物 

再 生 土 等 一 キ ロ グ ラ ム に つ き セ レ ン 百 五 十

ミ リ グ ラ ム 以 下 
 規 格 六 十 七 ・ 二 、 六 十 七 ・ 三 又 は 六 十 七 ・ 四 に 定 め る 方 法 

  

鉛 及 び そ の 化 合 物 再 生 土 等 一 キ ロ グ ラ ム に つ き 鉛 百 五 十 ミ リ

グ ラ ム 以 下 

規 格 五 十 四 に 定 め る 方 法 （ 準 備 操 作 に あ っ て は 、 規 格 五 十 二 の

備 考 六 に 定 め る 方 法 を 除 く ） 

 砒 素 及 び そ の 化 合 物 再 生 土 等 一 キ ロ グ ラ ム に つ き 砒 素 百 五 十 ミ

リ グ ラ ム 以 下 
 規 格 六 十 一 に 定 め る 方 法 

 ふ っ 素 及 び そ の 化 合

物 

再 生 土 等 一 キ ロ グ ラ ム に つ き ふ っ 素 四 千 ミ

リ グ ラ ム 以 下 

規 格 三 十 四 ・ 一 若 し く は 三 十 四 ・ 四 に 定 め る 方 法 又 は 規 格 三 十 四 ・

一 ｃ ） （ 注 六 第 三 文 を 除 く 。 ） に 定 め る 方 法 及 び 水 質 環 境 基 準 告 示

付 表 六 に 掲 げ る 方 法 

 ほ う 素 及 び そ の 化 合

物 

再 生 土 等 一 キ ロ グ ラ ム に つ き ほ う 素 四 千 ミ

リ グ ラ ム 以 下 
 規 格 四 十 七 ・ 一 、 四 十 七 ・ 三 又 は 四 十 七 ・ 四 に 定 め る 方 法 

  

 備 考 
   一 平 成 十 五 年 環 境 省 告 示 第 十 九 号 に 定 め る 方 法 に よ り 測 定 を 行 う も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 表 中 「 土 壌 」 と あ る の は 、

「 再 生 土 等 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

 

  



 

 （ ダ イ オ キ シ ン 類 に 関 す る 基 準 ）  

    項 目     基 準 値      測 定 方 法  

 ダ イ オ キ シ ン 類 千 ｐ ｇ- Ｔ Ｅ Ｑ ／ ｇ 以 下 
 

土 壌 中 に 含 ま れ る ダ イ オ キ シ ン 類 を ソ ッ ク ス レ ー 抽 出 し 、 高 分

解 能 ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ 質 量 分 析 計 に よ り 測 定 す る 方 法  （ ポ リ

塩 化 ジ ベ ン ゾ フ ラ ン 等 （ ポ リ 塩 化 ジ ベ ン ゾ フ ラ ン 及 び ポ リ 塩 化

ジ ベ ン ゾ − パ ラ − ジ オ キ シ ン を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び コ プ ラ

ナ ー ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル を そ れ ぞ れ 測 定 す る も の で あ っ て 、 か

つ 、 当 該 ポ リ 塩 化 ジ ベ ン ゾ フ ラ ン 等 を ２ 種 類 以 上 の キ ャ ピ ラ リ

ー カ ラ ム を 併 用 し て 測 定 す る も の に 限 る 。 ） 

 

備 考  

一 基 準 値 は 、 二 、 三 、 七 、 八 − 四 塩 化 ジ ベ ン ゾ − パ ラ − ジ オ キ シ ン の 毒 性 に 換 算 し た 値 と す る 。 

二 土 壌 中 に 含 ま れ る ダ イ オ キ シ ン 類 を ソ ッ ク ス レ ー 抽 出 又 は 高 圧 流 体 抽 出 し 、 高 分 解 能 ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ 質 量 分 析 計 、

ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ 四 重 極 形 質 量 分 析 計 又 は ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ 三 次 元 四 重 極 形 質 量 分 析 計 に よ り 測 定 す る 方 法 （ こ の 表

の 土 壌 の 欄 に 掲 げ る 測 定 方 法 を 除 く 。 以 下 「 簡 易 測 定 方 法 」 と い う 。 ） に よ り 測 定 し た 値 （ 以 下 「 簡 易 測 定 値 」 と い う 。 ）

に 二 を 乗 じ た 値 を 上 限 、 簡 易 測 定 値 に 〇 ・ 五 を 乗 じ た 値 を 下 限 と し 、 そ の 範 囲 内 の 値 を こ の 表 の 土 壌 の 欄 に 掲 げ る 測 定 方

法 に よ り 測 定 し た 値 と み な す 

三 土 壌 に あ っ て は 、 環 境 基 準 が 達 成 さ れ て い る 場 合 で あ っ て 、 土 壌 中 の ダ イ オ キ シ ン 類 の 量 が 二 百 五 十 ｐ ｇ- Ｔ Ｅ Ｑ ／ ｇ 以

上 の 場 合 簡 易 測 定 方 法 に よ り 測 定 し た 場 合 に あ っ て は 、 簡 易 測 定 値 に 二 を 乗 じ た 値 が 二 百 五 十 ｐ ｇ- Ｔ Ｅ Ｑ ／ ｇ 以 上 の 場

合 ） に は 、 必 要 な 調 査 を 実 施 す る こ と と す る 。 

 



別 記 

第１号様式 

 

土 質 検 査 結 果 報 告 書 
 

年  月  日 

 

千葉県知事     様 

 

報告者                   

住  所                 

氏  名             ○印    

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）  

電話番号                 

 

 千葉県再生土の埋立て等に係る行政指導指針第７条第２項の規定により、土質検査の

結果を次のとおり報告します。 

特 定 埋 立 て 等 の 

実 施 の 届 出 日 
年   月   日 

特 定 埋 立 て 等 に 

供 す る 区 域 の 位 置 

地番 
 

ほか  筆 

土質を採取した地点 別添位置図及び現場写真のとおり 

土質を採取した日時 
  年  月  日  午前・午後  時 

（天候      ） 

土 質 検 査 の 結 果 別添土質検査結果証明書のとおり 

 



 

第２号様式 

特定埋立て等住民説明等実施状況報告書 

 

                     年  月  日 

 

千葉県知事          様 

              報告者  

                住所 

                氏名                  印 

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                電話番号 

 

  千葉県再生土の埋立て等に係る行政指導指針第１０条の規定により、次のとおり報

告します。 

 

 

 地域住民に対する説明会 

 （8条関係） 

開催日時 年  月  日   時から  時まで  

開催場所  

開催場所

の範囲指

定に係る

市町村の

判断内容 

市町村応対者 

 

指定された範囲（地域名） 

 

 

出席者の 

状況 

地域住民      名（うち    名） 

 

説明者 

 

開催状況  説明概要、地域住民からの要望、説明者の回答等

について記載すること。 

（開催できなかった場合は、対応状況等を記載す

る。） 

 

 関係市町村長に対する 

説明（9条関係） 

開催日時 年  月  日   時から  時まで  

開催場所  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席者の 

状況 

市町村応対者 

 

説明者 

 

開催状況  説明概要、市町村からの要望、説明者の回答等に

ついて記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 



第３号様式

千葉県知事　　　　　　　　　　　様
  　　　年　　　月　　　日

報告者
住　　所

氏　　名
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号

千葉県再生土の埋立て等に係る行政指導指針第１２条の規定により、  　　年度（  　  　  年４月１日から    　  　年３月３１日まで）の実績を下記のとおり報告します。

（１） （２） （３）
事業者名
（氏名又は名称）

グループ
会社

所在地
事業形態
(コード)

事業者名
（氏名又は名称）

所在地
事業形態
(コード)

備考 処理後物の前年度末の保管量（ｔ）

実 績 報 告 書

処理
後物
量(t)

①から②への
販売量(t)

処分方法
（コード）廃棄物の

種類(コード)
受入量
（ｔ）

①　処理後物の出荷（搬出）先
①への搬出
量(t)

①からの販売先（②）



産業廃棄物種類コード表 事業形態コード表
コード 産業廃棄物名 コード 事業形態
１０１ 燃え殼 ５０１ 中間処理業
１０３ 建設汚泥
１２０ ばいじん 製造（加工）販売業

５０２ 再生土等の製造・販売業
処分コード表 ５０３ 流動化処理土の製造・販売業
コード 処分方法 ５０４ その他埋立資材の製造・販売業
１１ 脱水・乾燥
１６ 固化 販売業
１７ その他の中間処理 ５０５ 再生土等の販売業
２０ 埋立処分 ５０６ 再生路盤材の販売業
４０ 売却、再生利用 ５０７ その他埋立資材の販売業

５０８ 砂利採取業

工事業
５０９ 埋立等の施工業
５１０ 地盤改良施工業
５１１ その他の建設業、土木業

５１２ その他の事業


